
資料１

保護林モニタリング調査結果の総括整理表について

○総括整理表の様式
平成 30 年度より新たな「保護林モニタリング調査マニュアル」に基づき

モニタリングを実施しており、総括整理表の様式が昨年のものと変更になっ
た。

＜主な変更点＞ 
１ モニタリング間隔の記載
２ 法令に基づく指定概況の記載 
３ 前回調査・基礎調査内容の結果概要を記載 
４ 過去の調査実施時期、回数の記載 
５ 調査結果の項⽬別記載 

○緑の回廊の総括整理表
保護林と同様に緑の回廊のモニタリング結果も総括整理表で整理すること

になり、様式が定められた。 

○追加の改正点（H30.10.12 改正）
保護林の評価結果について全国統⼀基準で類型化するため、総括整理表の

「評価・課題等」に確認できた影響を次の項⽬に当てはめ記載することにな
った。（該当が複数あれば複数記載する。） 

ア. 野⽣⿃獣
イ. 病⾍害
ウ. 外来種
エ. 温暖化
オ. ⾃然攪乱
カ. その他
ー. 影響が認められない
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Point!

モニタリング結果を保護林管理委員会において評価し、必要に応じてモニタリングの見直
し等を検討します。

　各森林管理局に設置された保護林管理委員会では、モニタリング結果を基に、保護林の現状を評価するとと
もに、過去のモニタリング結果との時系列的変化も考慮しつつ、今後の状況変化を想定した上で、今後の保
護・管理やモニタリングのあり方を検討します。評価結果によっては、保護林の変更（区域、地帯区分等）又
は廃止等の必要性についても検討します。

　また、モニタリングを行った保護林において確認できた影響について、以下の項目に当てはまるものを総括

整理表の「評価・課題等」欄に全て記載します。なお、影響が認められない場合は「 ― 」を記載します。

［　ア．野生鳥獣　イ．病害虫 　ウ．外来種 　エ．温暖化 　オ．自然攪乱 　カ．その他　］
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第３章　モニタリングの具体的な手順

［　ア　］

モニタリングサイト内の約１割において、シカによる下層植生の食害が認め
られたものの、前回調査から植被率や種組成等に大きな変化は認められな
かった。ただし、近隣においてシカの推定生息密度が依然として高いため、
引き続きモニタリングを継続することが適当である。 

［　イ　］

モニタリングサイト内の約３割を占めるアカマツ林において、マツノザイセ
ンチュウによる被害が認められ、前回調査から枯損木の本数等に大きな変化
が認められた。ただし、本保護林は○○ブナ遺伝資源希少個体群保護林であ
り、現時点ではアカマツ林の枯損によるブナ林への影響は見られないもの
の、引き続きモニタリングを継続することが適当である。 

［　ウ　、　エ　］

モニタリングサイト内の約３割において、草本性の外来種が認められ、前回 
調査から当該種の生息範囲に大きな変化が認められた。ただし、在来種の稚
樹の更新・成長も認められるため、引き続きモニタリングを継続することが
適当である。  

モニタリングサイト内の一部において、前回調査で確認できなかったアカガ 
シの稚樹の生育が認められたが、ブナの若齢木との競合は認められなかっ
た。今後、アカガシが成長することにより、ブナの更新サイクルへの影響が
懸念されるため、引き続きモニタリングを継続することが適当である。 

Point!

モニタリング結果を保護林管理委員会において評価し、必要に応じてモニタリングの見直
し等を検討します。

　各森林管理局に設置された保護林管理委員会では、モニタリング結果を基に、保護林の現状を評価するとともに、過
去のモニタリング結果との時系列的変化も考慮しつつ、今後の状況変化を想定した上で、今後の保護・管理やモニタリン
グのあり方を検討します。なお、評価結果によっては、保護林の変更（区域、地帯区分等）又は廃止等の必要性について
も検討します。

調査項目の変更、もしくは状況変化を把握するための調査手法
の検討

変化の発生原因の究明を行うためのより詳細な調査の実施もし
くは調査手法の検討

より短いモニタリング実施間隔への変更を検討

森林環境の状況変化が把握できていない。

地球温暖化の影響やシカによる被害等によって、森
林環境に大きな変化が発生している。

保護対象の個体群が、その地域において絶滅の危険
性が極めて高くなっている。
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